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十施

七設

日

量
容

の

火

曜

き
４でで

口がま

入と分

午午

帯
間

帯
間
時

所る
箇

時時時

９６９

後後後

午

５９

後後後 店 午午午

閉 項開
事の

刻

時時時 時 ６

後後後 店 時午午午 店閉

び時時時 及時９９６ 刻
刻
時
店
閉刻

日

北 換覧

海 土地そに

道 地計の供平

告 改画関す成

示 良の係る

第 法変書。年

更類
計は月

北 の覧

海 土換そに

道 地地の供平

告 改計関す成

示 良画係る

第 法を書。年

定類
めは月

北 地

海

北

土区

道

海

平 道地

告 賀成 告改

示 老 示良

第 換年 第法
地
区月

祝 北北縦平１縦午

のの
時９

日 海海覧成月覧前

３ に 道道期

まか

関 経上間年日間時

３

済川

書覧

成出縦

平届
の所

年等場

昭 月縦

号 和画、
を北日

川

律た上

法め道

年定海
支

第。
庁

え 第

備 ）

に 号

置

昭

い 条
号 和た、
。北日

支

第川

律上

法道

年海
庁

え 第

備 ）

に 号

置

昭

い 条
号 ） 号和
及日

法
年び

換
第成

律御
地

の 第
） ）
区 号

換

す

地 条

を午

る 部支月でら

法 地庁
産工く５

律 域商日除後

昭 業労火。時

和 課働））

観か分

律 成
法 課平で

年 光らま

第
年
４

５

平 第

、 ２

て の

日
４覧

項

成

北 規

年 の

道 に

月海 定

堀 鷹

ら 、

か事 り

日知 よ

成 １

平 第

、 ２

て の

日 栖

項

北 規

年 の

道 に

月海 定

堀 比

ら 、

か事 り

日知 よ

し ９
を 第
分 ２

処 の

日 布

道 に

海 定

北 規
。 の

た 項

月号

町

堀 越
蘭

事 り

知 よ

）
規
日に

日
で休

まる
）す
木定

日に
曜び
日並

、
土月

八
二

区

般 地

一達 和

、 成

間 町

達 布

、 比

間 町

の縦
の也

越
蘭

区縦
の也 地

般 西

一

郷

也 の
稲

達 美

曜
民年

国翌
びら

及か
日日



る平保場指

森す
定１２

法予成安所

林

平 林定 定

成 昭で年予

十 定の 和あ

四 る月森

年 林 年。

目十 日の

北 海

北 竜

海

北

土土

道

海

地平 道地

告 改成 告改

示 良 示良

第 区年 第法
の
定月 昭

号 款 号和
の日

道 公 報

同

任
同退同同同同同同

同同同同同同同

第

任

退
就の就同同同同同

成

就平同同同同同

任別
退
任
年

号

改お成

地と平

土の
次

良り
法役年
員
昭の月

和就

法 任日

二 律所

月 第在的

十
七

号日

砂 ）礼の土

文
郡の 第

礼以崩

の文上壊 条

火

第大筆防 ２町３の

曜

香つ １字に備

可
第認

律を
法更

年変
し

第
。 ）
た 号

２
第

条

事事

同理同同同同監同
藤藤

伊渡伊丹浅首伊伊

藤邊藤羽井藤

月
日

事事
理監理同同同同監

伊丹浅首伊

・別事事

の
邊藤羽井藤藤

氏渡

の
第任

律退
法び

年及
届

あ 第
が ）
出 号

っ
。 第
た 条

項日

の 定字次 規村て の深い

りシ 海に よャ 北図 にチ
事部 次ン 知す 、ト 道示
分 のス
堀に よ

限 う・
る に

海 よ

北 に
定

規
の

項

。 保

成

事 平

知 、

道 り

堀

年

志

代代

喜孝健喜

月

同同同同

志勲仁保司薫

同同同同

孝健

同同同同

名勲仁保司薫

内
志
茶
字
市
唄

住美同 道 り

海 よ

北 に
定

規
の

項
良

改
地

堀 土
村

事 中

知 、

也 を・ 林５ 達） 安の

指

定 北

森す 海

る平 道

。成

林 庁

告法 経

示 済

年 第昭 次部

和 の林

月

３

雨

也 、
日

達 ５

図務

の 定
立村立次

指アイウ

伐林伐と

木木 主主森間
伐 はと整にお 施のの 伐
、し備係り 伐

番
地地 地 番番番番番番番

１１１１１

地地地地地
保場指

森す
定１２

１１

林

法予成安所

林る平

定 定

定

昭で年予

の 和あ
る月森

番

地地地地地 番番番番番

所１１１１１

地

海
北
道 ウ庁

告 村立次経

示 木 森間の済

第 の 林伐と次部

伐 整におの林

ら也

か

達 区

備係り図務

３
、

伐伐

木主主 定
立
指アイ

、し 伐はと 施の

号年 」課

第 礼

律 びび

法 及及日

次文
の町

りに第

お場） と役号

」備

業

省い２

、置の

はえ条

す のの

択て計ると 採採

で林る 方限 要伐伐画森

件法よを定は度。

に採
標の

。るる次

るすめ、

で期り

が伐お

と準と

こ
立上る

る以す

き齢と

林 年。
第在的

律所

法日の目

ク 文。だ ）礼ャるな 号

ニ 郡）れ 第

ン 礼、の
危 条文

険 の

大の ２の、 町
２

採号

森す及及 の

計ると」課

度。礼

で林るびび 限

画
定は

と役

る次の町

め、次文

伐おりに

準とお場

標の

、置

齢とはえ

期り」備

択て 採 業

上る省い

以す

法よを
に採 方 要伐伐 の

き
で

が
と
こ
。る

るす

件

覧項

し縦１

略て第

立
る

図す定

の供規

そにの

、
び）り

及。よ

面るに

八 関、

三

の。

をう

類よ

書の

係次

る
該す

当と
、の
はも
木

町
市

る
す

在
所

の
木。

立

防 第字

止 ２

字 規３ 村 の上 深 項以 香
海 よつ 忍 北 にに 尺 定筆
い

事 次次 字 知 、て ・ 道 り
うに ス 堀 よ図 ウ のの ワ

の、覧

もし縦

の。略て
る

る図す

すの供

とそに
類
書

係
関

び）
及。

。面

所
の

木
立

該
当

、
は

木

を

安

海保

北に

町
市

る
す

在

係
に
村

支指

谷を

宗林

道

町
市
る

示 に
林・分

達 安１部

保のす

道
海

北

指シ限

也 を字に

町
市
る

係
に

村

支
谷
宗



定１ 北

森を 海

解平 道

除成解在

林
告

除場

法
す 示

る年に所 第

係

昭
。 和

月る
保 号年

日安

北 海

解場保た解え
備

１２３

除所安目置

定とのて

除 予林的次い
に

安て」覧 の 保し図縦

の定、供 理

林指は

道 公 報

定 北

森を 海

解平 道

除成

林 庁

告法 経

す 示 済

る年 第昭 次部

予 和 の林

定月 図務

で 号年 」課
及及あ日

第

３

の 定
立村立次

指アイウ

伐林伐と

木木 主主森間
伐 はと整にお 施のの 伐

と 採採 業、し備係り 伐

伐画森す のの

択て計る

伐

号

安
保指

１２

平

林定

成
十の の
四所

年
目 在 十

所

第の

律林

法

館 第

函 ）
号

市

第

町 ２

山 の

鉄 条
２

。

在れ由略る

所さ省す

路の

標る風道そ
、）

し
地面

郡）の用図

津。害

海

津す北

標備とを

中防

る
法

上め根 字た道 町る

第 白。
律 びび
次糠
の町

りに第

お場） と役号

」備

第

省い２

、置の

はえ条

林る 方限 要

し縦２

略て

法よを定は度。

に採で
の

。るる次

るすめ、

件

期り

が伐お

と準と

こ標
立上る

る以す

き齢と

で

場

はも
木の。

二
月所的

十
七
日

糠出
白流

郡の
糠砂

白土

火

タ防
町の

曜

項

タ
ン備

示 北 にに

定図

規の

の次

次分 知 、部 道 りす 海 よ
に。 うる 堀 よ限 のに 事

庁 津支 標室

保）

経
林 ４部

の済

示

中 にび 図及 の課 次務

規

そにの

、覧項

津 す

標

よ

面る北 に

図す定

の供
関知 、

び）道 り

及。海

をう

類堀 よ

書の

係事 次

該す
当と

、の

海保

北に

市
る
す
在
所
の

木。
立る

に
村
町

日

北
１

の
１

カ
す
示
事に
知図
道の
海次

指

也 の
林

達 安

に
分
部
堀

５
解在保た解え
備

除場安目置

とのて

除 に所林的次い

に

役 分

町 部

るし図縦

係

４

限に
場

え解在保た解

備
置除場安目

て係と

除 次いに所林的

釧林

道達 安

図縦るし

の

３

支指

路也 の

え解在保た解

備
置除場安目

て係と

除 次いに所林的

２
町
市
る
係

図縦るし

の

え解在保た解

備
置除場安目

て係と

除 次いに所林的

也。
る
達限

図縦るし

の

）
し
と

除 林的
安目
保た解

理

安指はに

保て」覧 の
略る

のさ省す

林定、供

風道そ
、）
し。

所れ由
面

郡の用図

付害路の

野
町す北

海備とを

別防地

理

はに安指

」覧保ての

れ由

省すのさ

、供林定
霧道

、）
し。

略る所

そ釧

害路

図市の用 の の路

防地 面北

備と
す

を園

北
理

はに安指

」覧保ての

れ由

省すのさ

、供林定

広風農

、）
し。
略る所

地

図郡の用

の尾害道

そ
北町す

を樹備と

面大防

理

はに安指

」覧保ての

れ由

省すのさ

、供林定
の風農

、）
し。

略る所
にの用

の西図害道

そ河
す備と

面更示防地

図郡

理

指
ての

北村部す

を別

の用

源路

水道

れ由

さ
定

道

西る海

養す

んと

か地

室

別め根

春た
支

済
経 ８庁 の

及 示課 に務 図林 の部 次

る

び す

道た の 海

め 十
支、 勝
庁
経の

済
部
林、

務
及の 課

十成め

道美た

海字る
び

勝
支

林示

部に

済図

経の

庁次

分る
びに

及分

課部

務す

渡更限め

道上にた

海字
。

島別る

支

）

経・ 庁
済

務
林１

部の

め
た
る

び２

及上

課以

八
四

場 る役 限町 に海 分別 部
）に 。

樹、 大
町
役の

場
に

場
役）

村。

別る

更限

、

て

役い

市つ

館に

函筆

に に次

所



上 穂
瑞吹

平 上 旭

成 富 川

十

良 停

四 車

年 場野

十 線線

北 海

の山 路路
道道路栗

１２

島 名

広 類線線 種路北

の
道区名線

、

道 公 報

処処商代株犬渡惣

１２

会飼建万 表 号

分分式辺
工 は者

し受社設 又 をを

の 名 年た飼業

たけ犬洋

日務式 称 月者工子株読

第

分 北

建を 海

し平 道

た成

設 備

告業 解え

の 示法 置

で年 第 除次い

、 昭 のて

同月 和 図縦 の法 号 」覧
はに第日

号

６

林的

除場安目

解在保た

安指

保て

るし

係と

に所

二
月
十 旭旭空空

七 川川知知

日

富富

東東上上

市市郡郡

町町野野

川川良良

旭旭

火 日日町町

ノノ

曜 出出

番番

縦広広

び区北北

及
道域

曲

所大大

場市市

覧島島
目
丁丁

２２
央央

中中
曲

成
平

び名社

店会 及氏

目

主標根

郡市 た 年津室

津町 営 ３標園

月中花 る

目

所東丁

町５ 業

日

理年

の

法 、供

５
第 由略るの

律 省す条

し。
、）第

の 第

路の項 ）

道そ１ 号

用図
地面規

よ ３

す北に 第

とを定 条

のさ

林定

た道り 項

る海

示の

付に害

野図風

所れ
に

町分
海部備

別す防

郡
川限

泉

日 ９ 番
３地地 番
地先先

で か
まらで 先先かま 地

前前後前

ら かま
先先

地地
１１

番番

の
後前後 前

更
変

間らで

条

道
海
北地１

－ 在１

所南
・第・第

知建般根般根

事設

特 業特

－ 号号 堀の－

許

定

室示 規

め根告 の

の
可

済り

経。 よ

庁る に

支す

及お

課と

務の

林次

部、

る

海業

別営

びり

）
の。

・
７
の

つ
に
筆
２
上
以

らで

かまかまかまかま

らでらでらで

敷
別

地
の

員らでらで

かまかま 幅
延

更２

也

号

達番
北

道しそ週 海

たの間平 道

。関、成

路 偽

告法 計

係一 示 業

図般年 第昭 務

面の 和 妨

は縦月

４

に処

場の

役止

町停

害

に該営平分

アイ処
原

国地規そ当業成の

、方定のす停

と

地公す建る止年因

３
の
次
て
い

共る設もの

の業海と

分営北こ

処る

の区

容止の

内停道。

長

一 国一

般 道般

国 等国
のの と道道
間 間

区
おお 複

にに 重号号 の
けけ

、覧 号年 罪

法北に日

建る

第 法道す

律 刑海供

明設。
道 ） 治部 号

年路 第

法整
及 １

第課 第

律備 条

方

っ

公団法費の期月な

共体人にを間
くか事

団をがつ除日た

く注て。ら実

体除発い

、
法。者国）

税又あはま

人）で又日

建も方の

法はる地で

昭設の公

法団間 和業共日

設
建

る
け
お
に
囲内
範域

旭
道

海
北同

の
業

営
の
業

土
川

八 木

五

道
海

縦北
間るる

所
業

現

知場木

道土

海幌

北覧札

の

号び 項

堀所所
業

事現

縦 定

第の 規

）次
覧 に

）に 、 当所 り 該場 よ 条

て 域

い 区

置 の

え 路

備 道

、 を

助 律規補 法行の 年施体
金 第則
昭等
交 ）和の 号

一
設受 第

建を 表
年付 別

ち
う

第い 掲
令て に

省け 当
該

に
か

れ
ず

い
の

次
、

の と

示 の

告 次

也
達

る
す

る げ

変ら
か り

日 お 第 共
）の 公

号も る

ア 法

あ
で
事

工
設

建

人条に



１ 平のの

第２

入額入額

条 成歳総歳金

出歳出、

歳 年歳を歳は

歳 北予入予

入 度
の出の１

出 海算歳算第

一補そ補表

予 道

北 海

成

長成る平

事平あ

理で
。 の
氏年

名第年

及４

び回月

住北

所海日

道 公 報

再 北

都開 海

発平 道

組成

市
告再
合 示開
か年 第発
ら 法
次月
の 号昭
と日

第

線
場

車
停

別
愛

布
比

号

平
成
十
四
年
十

の入

の 平般正れ正歳

算

計れ款歳

総 成会）ぞ
額

項出 か 年補

の予 ら 度正

区算 歳 北予

分補 入 海算

及正 歳 道

び」 出 一第

当に

円 れ 会号該よ 千 そ 般３
補は分。 と ぞ 計）区る

議
道

す れ

公

議
で

会

名所例
定

氏住会
た

親経

市を

田狩決

村石

お
和

町平

優船

の
第長

律事
法理

年り
び
第及

）名
号氏

の
第所

条住

布別
比愛

郡郡
川川

上上
１富

番金
７字

町町
地
番 先

二
月
十
七
日

火

曜

正、ご る 予次と 。 算にの

定金

北第め額

道号とび 円

海３る並 千
額

事ろ補 減

知）こに を
歳

るの 、

堀よ後 し

に正

成

入 入

。歳

番
地年

表

は
領
要
の
算
予
正
補

６度 あ 定
が 規
出 の
届 項

次
、

、
。道 り
た海 よ
っ北 に

地
辺 後周

堀 場
役

事 旧

知

前後後

で
ま

先
地 ら

１ か

後前

日

算

也予 予

出 出

達歳 歳

後

款方担担

地分負

５７
算

お
と
の

税び

付及

交金金

３４１

第第第
り

の方

債債地
方
条地条表

市

達 区

担正の

負補債

務

地

也 街
第
２ かま経

負

越は務

条 らで繰費債

方 許担

地 明、

費第行 自
）２為

で

まかまかまかまかま

でらでらでらでら らでら

かまか

担担

項

方
地分負

１１２

補

税金金

付
交

追、

のは

為更

行）変

正

加
更地

変表入

び４

及第歳

補出

、債

は方歳歳

治

第正

表の 法
繰補
越正

第
明）

よ の
に 項」 １費 第許 条

よ
に
。 定

る 規

前
の
額
補

正
額

る

債よ算入

表に

３」予

正
補
為

行正

担
負。補

務

繰
に

度
年

翌
り

る
よ
に

」

海
北

る
す

用
使

て
し

越
り

所
業

現
木

土
川

旭
道

八
六

計

で
の

と
こ

）
円

千
位

。単

る
き



平
成
十
四
年 ３５６７８９

十

北 海

２

費費

会務

款
議総

１２
１１

道 公 報

４６１
入 入債

収

歳

諸道

３

第

２１２

入金

収入 産
財繰

１２３

号

料支

用数庫

使手国

８９
１

び金

及出

料

二 徴防領会札選人

月

計事 土幌

十 復医七 税災帰管科挙
委

日

費費費

策学会 理 対大員

費費費費

火

曜

流

会管交

項

務際

議総国

補

歳費費費
理

正
前

計 金
事

付託

合 貸受雑道

入入入債

収 収
業

庫金 産別

国国委財特基
繰 払

負補託計繰

売会 庫
金金入金金

入 収 担助入

金 料
用

使

日 出の
額
補

正
額

単
位

費
政

農
７

計
千
円
）

費
済

経
６

費
祉
福
健
保

５

費
活
生
境
環

４

１３

費
画
企
合
総

３

８

業 働 業鉱

人企工労農農

育地管経 試委 立業 材政

査 進会 成理済 調 推員 験

費費費費費費

１３５７
政 易 害

介障児経産貿労

振済福 保経 者 護童済業

庭理興祉 福交 健 保家管

費費費費費費費

祉流 険

１２３４５６

通健民

交保国地保地食

予保衛

安福健域健域品

防健生 対管保

全祉康医

費費費費費費

策理険療

費

自文生

３５１３５６７

通境然化活 境

地交環環
管

振企活保環振振

生 域

費費費

理 興画全境興興

１２
費費費費

管

委画策
企 査合

監総政

費費費
理 員

八
七



６１３１

費費

察育

警教

４５

北 海

１２３

費
設

建
９

道 公 報

２３４５６８９

第

１
費

務
林

産
水

８

８９

号

平
成
十
四
年４６７
十

築察育 通

空砂建警交教

施

港海指管全総

安 港防
費費費費

設 湾岸導理務

費費

路 産産

治水林道建道河

管り川 試試有橋 業業設

究う 理 研研林ょ 験験 山
費費費費費費費

究

林林

企水栽漁漁木森森

管振計整

画産培港業材

興村理興画備

調経振漁

費費費費費費費費

整営

業産 業
農費流農酪農水

園畜試務 村林 農通産農

事理 策芸産験 備管 整対

業費費費費費

二土構農

月

造村 地

十改 七良改計 日

費費費

導善画 指

火

曜

日

設
建

９

政林

款

産

農水

７８ 第

出 金
出

支歳

諸表
２

費
旧
復
害
災

橋 設路

建道河

１２３

費

８

費費
務

う 理ょ

管り川

９

振

越項
通農材

流酪木

繰

諸

３１２

明

策産興

対畜

設
費施
旧木合 復土費繰

旧金費

復
害

災計 出

保農復水

５６７８１２

殊校会健

地旧産

特学社

施 学教教体発業

開費林
害

災災

校育育育設設

施

中高

２３４
費費費費害 費費

校 校校
学

学学等

小
費

補道道河小低費

費費費
模対 路川 共助路規地

公
業業改部改河策 事事局

良 築修改川 事事改川河

費費費費費業
修事 務務

ク推家木費 許

費費費

費

業

ー費保産

リ進畜材

事
業生興

農衛振 業 費ン健

金
名合費策

総所対 八
八

位
単

千
円
）額



平
成
十
四
年
十

北 海

の
務

業
掃

清
の

設
施

立
道

道 公 報

成
平

資
投

独
単

道
度

年

第

３成成

第事平平

表

経に

業設

農建

度度

年年

改る

営係

号

二
月
十
七
日

火

曜

成
平

す
関

に
託

委
る

係
に

度
年

担
負

務
債

る
す

関
に

業
事

資宅

進住

促営

善公

為
行

業負

事請

通事

融工

金の

道る

るす

係関

にに

日

務

費債

為
行
担

負
務

債
る

す為 債関行

に担

助負

補 河

負為
行
担
負 務務

債
る 繕 備
整修 川

河川

合
統費

成
平

―

業費

事

担項

で―
ま
度
年

行成

期平

間―ら 為か
度

補年

限

――

復
害

災

度 正
補正

前
額―

施 市

木

都土費

８３
費

旧
復

境害
災 環設

八 保経農水建警

九

費林費費

健済政産設察
つつ

祉にに務にに

福費

成成
平平

費つつ費

総環

らで
かま
度度

年年

い合会務境

海交つの議

活

事安て計費費生

岸通

に施つつ費

業全額にに

成成成

平平平
で

まかま

度度度

年年年

山路川

漁漁治道河

でら

業業業

事海事事事

港港

に事ににに

業岸

成成成

期平平平

かまか

度度度

補年年年

限
間らでら

災

市木

都費土費

費旧

正 業

事事

路旧

街復

画害

計

つてて

にいいにいい

業

いい

つてて
て て

い整ててつ

つ設いいに
い て備

て 事
業
に

いにいいい

つ業つつつ
て てつてて

い
て

位
単度
後
千
円
）額



の
債

表
４

第起

北 海

機の

療設

医施

立立

道道

報保

療内

診所

の業

関事

道 公 報

備
設

等
房

暖
の

設
施

立
道

第 号

設
施

立
道

平の

成警
十備
四業
年務
十

的
目

の

求運

請所

酬育

額
補

度
限

務平

業の

事務

医業

等営

の成

平

度

成年

成
平

の
務

業
理

管

年に る
係

に
度

年

二平

月成

十
七年

日

委
る

係
に

度

火

に
託

曜

利
法

方 地

の
債

起

す
関

託

係委

にる

度係

方率
正

債

関る

にす

託関

委に

る

為

負行

務担

債負

る務

す 負
務
債
る

す
関

に
託

委

担

為
行
担

日

債

還
償

為
行
担

負
務

債
る

法
方

前
の

――――

為
行

補

―

方
の

債
起

額

正

補
度

限

成
平法

―――

利 正

平平平

還
償

で率 ま
度

年

成成成
ら

かまか

度度度

年年年
務

水建警教の保総

らで

費計福費

産設察育合健

務ににに額祉に

林費費

成成
平平

費つつつ費つ

経農

らで
かま
度度

年年
務境健済政

教の総環保

に

費計費生福費費

育合

費費つつ

に額に活祉に

成
平

つつ

環保経農水建

で
ま
度

年

林費

務境健済政産設

総

祉にに務に

費生福費費

平
つ費費つつ費つ

に活

成
ら

か
度
年

九教の議

〇

つ

に額に

費計費

育合会

の つ

）法

円
千

方

位
単後

ててつて

にいいいにい

つて

い い

て て

つつてて

いいににいい

てて
いい
て て

てつて

いににいいにい

いいい

てつつて

て て て

てて

いい



地港山木時

耕漁治土臨

平 災災災災財成
十 害害害害政四
年

復復復復対十

北 海

業

砂臨費臨事警交高特

岸

察 砂海費通等殊 時時

全校校 施 施保

安学学 防

設 防設施施施 整施

設全

別備整設設設 特整

備

道 公 報

路川
道河

時時

費森臨臨
別別

整特特
備備

整整

林

対対

第

策時

直土農農農臨対臨
山

地地漁事治 道 轄村時

改防海費施 等 土総港業

良災整保整 整岸設 地合

事事 良備施特 備全備 改

設別

号

投
共

公
金

資
定

特

二
月 旧旧旧旧策

十
七 費費費費費

日

火

曜

備備 策別備

対特整整整

費業策費費費費

事対備

費費費
業業

事事

備策策

業備策 業業

整対 事事事

費費費費別業

特事 業業

費 費
業

事
資

日

利

以だ見

％％％％％た率

内内内内し直

以以以以

、

内

借事券る

総省の知債よ

定発

省の入のの。

務そ

るに

財か又め行

、他れ

務らは

以以以

％％％％％％％

内内内内内内

以以以以

内 内内内

以以以

％％％

以以以

％％％％％％％

内内内内内内

以以以以

内

のる
らよ

かに
庫れ

国入
借。

又る繰。

据お還よてる

知た償

期ては。上

置い
のしす

を半事だ還

間、
め必こ

め賦定、る

含年
元
以均方にが

年利る要と

に償にじき

内等法応で

又る繰。

据お還よてる

知た償

期ては。上

置い
のしす

を半事だ還

間、
め必こ

め賦定、る

含年
元

以均方にが

年利る要と

に償にじき

内等法応で

る繰。

き据お還よてる

。期ては。上

る置い又

を半事だ還

間、知た償

め賦定、る

含年のしす

元め必こ

以均方にが

年利る要と

に償にじき

内等法応で

る繰

置いよて

据おにじ

を年た償

間、。上

期て
、る

め元しす

含賦だ還

以等要と

年均必こ

５金
に還応で

内償にが

借事券る

総省の知債よ

定発

省の入のの。

務そ
財か又め行

、他れ

のる
らよ

かに
庫れ
国入

利

―

以以だ見

％％％％た率
、

―内内内内し直

以以

九
一

以以以

％％％％％％％

内内内内内内

以以以以

内

又る繰。

据お還よてる

知た償

期ては。上

置い
のしす

を半事だ還

間、

務らはるに

含年

内内内

以以以

％％％

又る繰。

据お還よてる

知た償

期ては。上

置い
のしす

を半事だ還

間、
含年

以以以

％％％％％％％

内内内内内内

以以以以

内

る繰。

き据お還よてる

。期ては。上

る置い又

を半事だ還

間、知た償

借。

含年のしす

る繰

置いよて

据おにじ

を年た償

間、。上

期て

め賦定、る

―

含賦だ還

元め必こ

以均方にが

年利る要と

に償にじき

内等法応で

元め必こ

め賦定、る

以均方にが

年利る要と

に償にじき

内等法応で

元め必こ

め賦定、る

以均方にが

年利る要と

に償にじき

内等法応で

必こ

５金、る

め元しす

内償にが

以等要と

年均
に還応で



支

款用数庫

使手国

１２
１

び金

及出

料料

北 海

２ の間３１

第第第

務び方

条 金債及地条表

度の方

地 は負限債地

額

自 行額補債

方 、担
）、）変

治 第為は正の

表更

法 １

道 公 報

１ 平と総

る第２

ろ入を入

条 成こ歳額歳
入出 成歳 年に歳歳歳 平

入 度よ出

北る予歳予
の 度出 海。算出算 年歳

札補れ補 北予 道のそ

第

合

号

平
成
十
四
年
十

出補

歳歳料

入

用 歳項

使

正 予

前

第

歳第は

入２、

歳表 条

地 定 予務３ 規 出債第 の

正行債 よ

補担方 に

算負

」 務

に」正 債

」為補 り

。るよ 負

るよに を

よに

れの 道の 幌正ぞ正 海算

款 札総 医）
額 科

項 幌か 大

の 医

ら 学

区 科

歳 医

分 大

入 学

出 附円び 医歳 部千及 学

れ 病す該 部そ 属と当 学

れ 特。分 属ぞ 院る区 附

計

病

二
月
十
七
日

火

曜

算入の

補額
正

正補
額

単

を
為

行
る

。 す
。る 担

位

別ご

る
き

で
が

と
こ

る
す

院会と 特計の 別補金

を 補予並 円 計正額 千 会

に 減 正算び
後 、

１正 し 算第補 額 予
号

歳 号は歳 入 １）の 歳 第
、入

）

金てのを後て該後率

、直の

に、見行には見

たい当し利

つ利直っお

い率し

日

資

式入府

方り政

し借る

でれ

計
千
円
）

費金
出 債支歳

公諸

２３

款

道病

７１

期
、
項

事

出

予

次歳 出 ）

入 債費
院

歳

５６

めの算

定予 算

に出

金金入

入越収

繰繰諸

４

病病公繰諸

１２１１２

理業

計 管事債出

院院

合

計

項

合 道
１

費費費金費

繰雑

１１１４

正
補

債歳

助繰

補計越

会 庫般

国一

金金金入

入

発
のの。

事券る

知債よ

め行
定 れ

省の入

務そ借

総省の

財か又

、他

前

出の
額
補

正
額

てのを後て該後率

るに

の に、見行には見）

金

当し利

つ利直っお、直

い率したい

た償
。上
る繰。

よてる

し借る

務らは
しす

だ還

でれ資

式入府

方り政

据お還

九置い又

二

の

を半事

間、知

期ては

含年

単
位
計
千
円
）

応で
にが
要と

必こ
、る

元め

め賦定
じき に

内等法

以均方

年利る

に償



び款

及表

間１
第

平 限

成 度

十 額

四 は

年 、

十

北 海

１２ こ総の

と第２第

額務

条条 ろ歳額歳金債

よ歳歳歳は負

に入を入

入方 る出入出、担

歳地

歳自 。予歳予行

の１）

出治 算出算第為

補れ補表

予法 のそ

道 公 報

成
平

合

北
成度

平年
北小

度道
年海

第

大

債科

表医

３幌

第起札
附

部
学 の医

学

号

表
２

第事

二 第

月 ２

十 項 表

七 債歳

日

為
行歳歳

担
負入

務

火

正 に
」出補

曜

正ぞ正歳

算第
る前

よ予

の
）れの入
款歳条 総
額

項出の か

の予規 ら

区算定 歳

分補に

び」り 円 歳及正よ 千 入

該よ務 す そ当に債 と 出

分。負 。 ぞ区るを る れ

計児保
小合

道総
海児

れ

セー
健タ

保ン
合セ

総健
ン事
タ業
ー特
事別

的費
院

病
属 目

度
限

補
額 期 担

項 負
務

債

日

額
正

正補

補額
の 。算入 ご担

位
単

す と

る の
金行

減

びす を

並を 円

額為 千

が 、

正と し

補こ 額

にる

入る 歳

歳き 入

ので 歳

後

補

省の知債よ特計
業会

の。会正

そ借事券る別
算

他れ定発計予

の入の

らはるに正

か又め行補
号
算１
予第

起総

）次
号、
１は
第）

法務
財 方 地、 の省

債務
利 正

限
間

為
行

方率内
以
％

諸

１３
）
円
千
計

位度 単

出

費金

ー出 タ支 款ン
セ

算期

予 算、

出項 予

歳事

金金

入越

歳

繰繰

２３
の

繰。定

お還よてるに

入

償る

ては。上め

い又る
のしす

半事だ還

、知た

元め必こ

賦定、る１

年

にが用数

利る要と使手

き及

等法応で料料

均方

間 還
期
置
償据

び

償にじ

暖にめ の含 債を

房関前

備債内

設る以
方 等す年

管務法に

務
）額
円
千

業担
理負補

担業担

掃負備負

清務警
平

の為の為

務行務行

業
成成

平

タタ
ンン

セセ繰

１２１

費金

理業
管事

ーー出

項

合 使一繰

１１１

正
補

費 金歳

入
繰計 用計越

会
般

料金 そ借事券る

省の知債よ
行

他れ定発

の入のの。

か又め

度 平
の為
務行限

成補

正 年額

委省
債 る務

係起総

に
度

財 方

託、 の

るる

係係

にに

度度

年年

すす

関関

にに

託託

委委

債債

るる

前
の
額

正
補

九
三

額

出

らはるに

お還よてる

い又る繰。

ては。上

、知た償

法務
年のしす

半事だ還

正 成成
平平

利
％

で
かま率内 度度以 年年

平

含
を

間 還
期

置
償据

ら

成成成成

平平平
かま

度度度度

年年年年

らでらで

かま

位
単

計
千
円
）

元め必こ

賦定、る

利る要と

均方にが

等法応で

償にじき

の 単後め

位
千以
方年

円内

）法に



平。１を２

る第第

入入

成歳条歳表

歳そ

度出入出

年歳歳歳

道の予ぞ

海算出れ

北予

流補算れ

北 海

表等す

１房関

第事暖に
担平 理負

管務
備債

設る
務行成 業
の為

道 公 報

成及
１ 関平。間

にる第
条 す

債び る

方 務度負度
地 債年務限

担海行は 平自 負北担額
法 行道為、 成治

公） 為

第

負備負房

事清務警務暖

行務行設

業担業担等

掃

理

平平管

の為の為備

務

業

成成

度度の

年年務

号

歳

表
２

第

平
成
十

出 四
年
十

域正の

下）総

水額

道に
出と 特歳円 業入千 事歳

補ぞ。 計れる 会そす 別
正れ

予
北 成度 平年
海

下 係 務域 に流 度道 債年

担

業
事 項託 負道 委水 る

第

別 期平平特

共第 年
度下１

規 道道債 の 海水表 条 北
特担 に 共業負 定 公事務

債 道会為 り 水別行 よ 下
正よ を 業補に 務 事計」

成

にに平

別 平予る 負 特

係係

るる

ににに

託託度

債委委年

るる委

すする

関関係 務

平平平平 担

項債債託 負

期平

二合 月
十
七
日計

火

曜

算

加

）追地 号を

１円

第千
歳

定入

に歳

次、

、し

は
会 成成

と予

る出方 め
計 行

予 為かま正 度度補 年年

算 間らで

）
号
１ 限第

す 会 成算。 担

位度 単

計
号為 正 度１行 補 年第る

、る

はす 算 で）を 予 ま

）定が 号にと １次こ 第

成成成成

とる

るき

めで

成

行

度度度度度

年年年年年

でらでら

為かまかまか

限
間ら

位度 単

日

３

債

よ額

に総

ろの

こ算
出 金補

出
支歳

諸

千
円
）額

費債

款域業
流事公

１２

に、

ろ項

こ事

道費

水
下 収

歳

繰諸道

４５６

よ期

入 金入債

越

千
円
）額

入
款

条表繰

２１

第第３

の
債金

方
地

の
２

の

歳は債

入額方

歳金地

予補

出、

合 公繰諸

１１２

算第正

域
流

１

費金費
計 債出

正

正
補

歳費
業
事

道
水 項下

般

合 一繰雑道

１１２１

金金入債

入
繰計 計越

会 項

、
は
更
変

債
方歳歳

地
表入

２
第歳

補表
の１）

正 正
補出補

の予
項出
款歳
の入
正歳

当に
び」
及正

分補
区算

該よ

前

出の
額

正
補

額

」予

に前

よ算入の る
。補額

正

正補
額

並
額

金
の
と
ご

分。
区る

び

九に

四

の
後

正
補

位
単

計
千
円
）

位
単

計
千
円
） 算

予
出

歳
入

歳



年一
日 間 区

平
成 平 取

十 扱

四

延
入外均入外

年

患十

北 海

負１２の

務第第
量

行務定

担総条業条予

）成予成を

為則平の平
次 定

北お

度）度と

年量年の

平北

道 公 報

表業

１間１備

第第事警

方度平

地限の

び務

条及
自額成

治は

度

法、年

第

平
務

成債
道）

海為
北行

度担
年負

成地
平

号

患

水

の

下

債域

起流

二

者者月 分

十 ）数院来数院来

七
日

決
既
予火 定
量曜

改

成海海り

人人人人 ）

道道
事。

度院院る

年病病め

計計

道会会

海業業

北事

業正

事補算

院の予

病

第

平計算下

会予以

第に

１係

務託 規債債委 の表る 条
行す よ

担関 務 に
負に 定

に 務
」項債 債負 為る り

方

る期平 負担 よ を

道会
海別

北特
度馬

年競
特算

馬予
競正

方補
地計

別

的費
道 目

会第

度
限

補
額

日

正
補
予
定
量
）人人人人

成補
正第予

）と

度算号」

年予１算

ま

号次。

１、う

で第はい
に

る条

め２

定第

）に）

す
。成 担

こ定

と

行

間ら を

為か 為

度 行

年 る
で

が
と

限 こ
る

す

よ補号
計１

位 る度 単 き

借事券る正）

省の知債

算、

の入のの。予は

そ
か又め行次

他れ定発

号め
１定

らはるに第に

債務
起総

に
ろ
こ
と
）る

法務
財 方
、 の省

利 正
率内
以
％

計

第

）人人人人

款１２業

第第１第第企

資）

項項項項債

２３支

業

にた

ろめ

本

長他建企

４第

第
。
る務

よ

第第資条１第

的予項

１２本科収款１

医医入第企

収算資

項項

項
事

及４本

千

、円

期）額

条１第第１

３第第

第
予項項

科収款１２支款

よ

３院院 第医医

算病病

又る繰。る

お還よてる

、知た償

ては。上。

い

病

年のしす

半事だ還

元め必こ

賦定、る
にが益 院 利る要と主収
建 な 等法応で的

要 均方

据

設及
入 建

償にじき収

め の含
を
間 還
期
置
償

前
法に
内
以
方年

償 借改 的 計債

期設 会業

出費金

出 担還 入良 支 負
金金

定

外支に業 的 業び条 業

入債

）め目入 費収 費出
的

本
資

用用た）
収既 入決 及予 び定 支額

収
業業 に外

条業 事事 業
益用

め目入出 収費 収 定
的

益
収
た）益益

収既 入決 及予 び定 支
） 事

出 事 良支

改び
設

額

事券る

省の知債よ

業業

そ借
の入のの。

他れ定発

か又め行

度
限

補
額

千

財 方
、 の省

債務
起総

円円円円円

千千千千

九 千千千千千

五

千千出千千
円円円円円

定
予

円円の円円 ）
額
を補
次正
の予
と定
り）円円

千千お額千千

す
正

補

円円

円円円円 ） 出千千千千

定
予
の

額
を補
次正
の予
と定

円円円円

お額千千千千

正
補

り）

円

らはるに千

す

お還よてる

は。上円

い又る繰。千

す

半事だ還

、知た償

て

正
法務

年のし

利
間 還

期
置

償据
率内

以
％

含
を

円円円円円

千千千千千

る
。
計

円円）円円

千千千千

る
。
計

る

）円円円円

千千千千

賦定、

元め必こ

利る要と

均方にが

償にじき円

等法応で千

の 単後め

位
）法に

円内

千以
方年



１に２８

第第第事

負債

る務

総条よ条債条
負

）成算担務

則平。予
第行

の為

度条）行

年７為担

北

北 海

負成

務事平

担

成 電平 発
股

二

為度

行年
所

道 公 報

７８９掃

第第第第事清

６に

務務

条改た条条債条業

予る卸予予負債の

めな

負成

算。資算算担務平

第産第第行

７購８８為担

の為度

条入条条）行年

中限中

第

病

経 設

を
決

建議
の

会 院議
な

号

債

条
５

第起

平予
成算
十の 第

四５

年条

十

工、る

道にす

海次を

の

で

水１が

用のと

業次こ
事項

業加る

事をき

道条

期期

の。、

計る項

会え

補

道 に海 業北 事度 修年 改

道 務水 債用 る業 す工 関

次をに

会 平行業 担事 負

度

にす係 額

、るる 職）

次こ委 員

のと託 給

１がに

をきす 円 費条で関 千 与

」加るる をえ事項債

る項

。、
期期平 千

す
用

業流
ば

れ 事け
の 度と

こ
る 限

で

千き 額円な

目 二表

月中

十限

七度的

日

と
の

次
を

額

火

り補 お

曜

限

算び

予及

正間

更
変

限

）、

号は

１額間

第度

定り

にお

次と

、の

は次

計 成為

めと度

補

で算 ま予 度正 年

間成

）
号
１
第

円

及 」

円限度

を千び年

」度か

め、

員改は

職に額間ら

と

費。の

与る次限

給

お
り度 と

借。費

起総省のる経
い

他れ の省の入）

債務そ

法務らよ

財かに 方

、

利
率内
以
％

日

こる

とめ

る定

正

。
る

す

ろ。額
北

貸

す暖に

海

金

る房関

道

業

債等す

釧

の

務設る

路

規

負備債

支

制

担管務

庁

等

行理負

告 為業担

項

成

成成平

期平平

補年年

間らで室

かま度

度度年
地
蘭

定
第

」。額円

円る千

千め

備負１２

警務第

予

務行務

業担総条債条

平）成担算

の為則平負
行第 成

年為５

る繰。

償据お還よてる
償 還

期ては。上

置い又

す

を半事だ還

間、知た

め賦定、る の含年のし

元め必こ

均方にが

方年利る要と

償にじき

内等法応で

以

法に

に

前

示

関

務行

第

す

の為

７

る

平

号 成支

法

度
年律

に昭

庁 係和

る

限区

律

託法

委年

前修
改

度道
水
用
業
工 正

事
業 千に 額円

関

海表

度平北の

年度）条

道の

に成

係

事を

委度気部

る年電一

関道会の

に海業次

託北

補り

る気のお

す電計と

業正変

債事

度
限

千 額円

債務そ借。

起総省のる

かに 方

、他れ の省の入

補

財

告第

平平平

）

成成成号

年年年第

示 度度度

項
１

でらで第

まかま条
に
定
規

の

成

成成平

期平平

補年年

間らでか

かま度

度度年

限

ら

る

平平計算す

会予更

正

成成補
正第。

ま）

度度算号

年年予１

か

）に

号次

１、

らで第は

法務らよ

る
め
定

利

据お還よてる

率内
以

％

は。上

置い又る繰。

償

だ還

間、知た償 還

期て

正

含年のしす

を半事

九
六

次
、

り
よ

の
貸

後
度

千 千円 額円

に
ろ

こ
と

よ
る

め必こ

め賦定、る の

。

元
均方にが

方年利る要と

償にじき

内等法応で

以

法に

後



北 ７

海
道 契

教 約名所

平 育 に在

成 庁 関称地

十 後 す

四 志 る

年 教 事北北

十 育 務海海

北 海

４５６

契一一平 落

約般般成 氏住札

の競競 金

相争争年 名所額

手入入北 円

東月をの道

１方札札海

ヌ京当決公教

エ

道 公 報

平落パ落平落

次

１２３
者

と成札ー札成札

の

にソを お

氏

り年係ナ決年の

るル定 一

及

般月物コし月名

品ンた 競
争日等ピ日日び

第

北 ２３４５

道
海

商氏登登

教 号録

育 又録取

庁 は消

石

名

番年

狩 月

教 称名号日

育

号

の成
者平住

業
金１

登
録年
を

所

取月
り
消日

二 局 を道道

月 告 担教札道
十 示 当育幌教七 第 す庁市

日 育５ る石中

号 組狩央庁 織教区

後

名局３

の育北

志火 称企条

教 及画西

曜 び総７育

庁

イ都た定告育
所務丁

狩

シ区のた石

ー港りし

育

リ５価続教

ー芝単手

告

ス目局

ー丁）

株

第

式番示

会
社号

タ

札名ー所

入のュ住

号

式

落数７

りび

よ及

に称

者
札量

を
た道

し海

定北台 決
告

局

昭小北平道

示 連林海成教第 商道
育 会昭知年

号 吉事庁 月

石 釧
第日狩

教
育

、若

で市

の路

た釧

し

号

番

第２

法町

同松

条
項

１
第号

局日

地
在課目

告
示

長
局
育
教

狩
石

庁
育

。教
内

大

局
告
示

路

よ釧

に道

定海

規北

の
。北

る
す長

示庁

公支

り

４５

約 審便海札

ウ契郵北入

を号教行

条 申査番道執

書行育の 項 請

庁場 を

３

類っ

者かアイ 条

はの

の の 付、審申申 条 件こ
般かを請請 ５ 入 一ア査

計
主

競ら申 の 札

格道当こ当る

次資るあ

い成をが該と該こ

の平
有行調を調と ず

明物

れ年すう達証達。

１２
に北る指物

に

札調イ調納納札

入入

入入 をキを参 に達ン達

勝

るベるす

すュす加 付

成

のおの平

次な定
協

利

と、適

おこ用

りのを年

一入受

般札け月

志及 す

のた－後所 示

提と

教び 場 出き

企

、北局時

先は所育日

結虻総

郵北査道画

審海

を郡課

番道果田務

便海
育申倶

号教
庁請知

ウ請 ２のの は

－後者安

規時方 地 入まし の 、 争
参にけ期法 定 方 札でな

資めば よ 治 加定れ に 自
条 施 格るな平申け る 法

書ば 件 行 のとら成請れ

令 審こな

一

査ろい年類な 付

のら 昭に。

出い 競 和よ月提な 般
り

にたに

も海こ名品し品

告。争関者関

該道と競
、あ、

す示入しでし

当

に迅る要

る第札

こ

すなと仕

と号関速こ求

指フ書

はるア。様

。又

をー記

成名タに

平

場 物ー物る

す

年停サ載

ー等に 事
品タ品者 る期

項のの日所必

等

北資

称温様な

名恒仕要
道

び養成海格

及培等平

数器

水

ほ札３樽

量）入年小
産

か説月
明 北

競にる
達
札調
入る
争係。日

下、
以は

入
と月

」４
札年

い

志に町

教通北

企る東

北局す条

育知１

務目

虻総丁

道画。２

海
郡課

田

九 倶

七

、日先。 争

北
町

安
知

のら指 札 政２かの 入 年

平示 で 令

及成に あ 第

よ るび

年り の 号

掲月成 、 以

に１作 で 。

し 入 下げ
る日た 札
格で請 参 令

資ま申 に 政

ビ要

北止ーの

を書 加 」

告て・等

道れス件

海さ
テた

第なン満

示いメを

にとンて

号こナし

９い

す体こ

定のる

規。スい

品書日高

物がを

る制と

道目及等

海

要）校

教び月学

育

求

育に

教書

志様

後仕 点 庁

。マ
う日

下

。

長る

局よ

すで
施ュ

実シ
をケ

）ラ

１

府
政

た
れ

さ
。成

る作

い

有類 し と

目
丁

２
東

条

出 と 。

る提 うう
すを よ

証

第るうな

どし す ）

か れた

購さし

の備明

品整

治
清

田

のいで

等て者

入

る
す
関

に
達

調



落で

入る捨税相者

アイ

業す札あ

札落額て事当

加金者る者る

札 金をた

定 等算額で金とか

決 額

っ申

に にし）あ額なを

当 係たをるを

北 海

８９

開に

落財て契要そ号

っ

者書 規札 札掲

札約 務入
則のげ

に 効入 の 第時 有る の作

決成
な札

入及 条 定のお

道 公 報

７

入海る札交交

金北よ入

保 付規明

札 納道。説

を
金 る第の

証 す則書付付

交場方 の こ
と号付

第

６

入開開入
入下

税 参 札札札費 に
札消 札

よ 証 日場日」 し
等 加 保

と

号

入
平
成

札 十
四
年場 十

者出

た る金もか入たし

税書はる

っ 消額っ免札

て 費て

落と

は 税当落事に、こ

者載札。

、 等該札業記

額格です決た

入 の金価

書 扱にとある定だ

札 取

速、

に い１するこ後し

のを。や落

記円るかと
に者

さ満で問か札

載未

札び 方要 第い

れの、わ

の 項、 法に否他こ １て
規 。告 規に る公 の２ 限

め よす し定 に定 ）に 定

格 の入 定資 もる りる た

関 予有 落に たを を札 め

関所法

除 。。に

免

し 札

付る

納下す

、以
務項海海の

方財事北北

則虻教所

等規道道場

法
と郡庁交

、」田育で

は
う知志す

令い倶後付

政
。安教る

第

。 す
う 時所時金と

い う
者
） る
相 平と
同同、
当 成郵。にには

）額 送
１。。の

にを 年じじそ
積 るむ 月見

よ含

場。
の っ 合） 日も

は
二
月所

十
七
日

道志

海堂後

北講庁

田送育

虻郵教

火

倶よ企

郡に局

曜

入ず消が

安場総

知る画

税同

金数札、費共

た端
にあ参積等企

額がに見
すっ課体

当る加もの業
事場 金きるた税の 該と
の、は約業合 額は者契

そ、金者で

の消額であ
るて の
端費のあっ 分
数税

か、 ５

い とる 価な 者す 定

金等

に 制の る件 の者 す条 格

し 範入反 のた違 限し 。

務札 で財入 内、た 囲札
無 の則、 低規は 最

）町育。

１企 の
第北局 条

条画 ７
北ら２務 びか東総 及条

目 海第丁課

道

た

る
め 則

定 規
の 務
条 財

金、 ）契
５

前金 成の

午約分 平

額

時年に
税す

月費当

１消相
上 で地以 まび額 日及る
消の に方

日

郵
１、）

北は課

町合務

目
丁号
２番

東便
条

北－
海
道

の 額に免そ に分 志北
後

を係税の 相

事構 当切る
１２３

すり課に業成

札成札氏

平落パ落平落
者

成札ー
にソを

氏

年係ナ決年の名

るル定

効 価第

月物コし月名

と 格

。

も各る
す を条

北

次 海

の 道

と 教

お 育

り 庁

一 上

般 川

こ 和
と 昭

ろ
年に

．

保 の

税札 着

費入 必
こ以証

のの細

契日ここ詳

アイ

入

の語入入は

名所約本

海

続び及の札

手及札札

階育
２教
庁道
支

関

一とに

のこ約

員る契

及株

にす

部。

品ンた
ュ住会

日等ピ日日び式

及海

称タ北

名ー所社

の

ソ

量立

数式日

び４道

北ー
ュ

台リ

競 教

争 育

入 局

札 告 道

に 示 教よ 第

育り ９

落 号 庁札

上者
を 川決

教定

本契行明

に日び執説 在

通は、に

い国約は書

お

開る

使貨、公よ

称地て

る

北郵電す達す。

用調

番番言続。

海便話る手

育及停

教号号語の

道

び止 庁

通等

を

事務

税事

免る

－ 後－

組

るる

いす

が当

者担

業

シ

共称

、名

はの

き織

と

川
上

庁
育ズ

教ン

道ョ

海
河

長
局

育
教

し 育た

局。

告
示

貨が 志

有 － 教
育り
得 局北

る

田線 総虻内 画道。

企海
務
課郡
倶

業所

企び

同及

北
町

安
知

免
等
税

費
消地

体在

九税

八

東
条

１

将
猛

村

申
者
業

事
す
出

提
を
書
出

目
丁

２



３

るあ条

条 当こ当る件こ

平 の の 該と該こ付

成 ５ 入 調を調と一

十

の 札 達証達。般

四

２ は 物明物競

年

の 、 品し品争

十 にたに入

北 海

２

納納札の平格道

入次資
有行

達にい成をが

調
を参ず

る指

要加れ年すう 入入

るるも海こ名

すすに北

物者該道と競 期場

道 公 報

協１
調農

のおの平入

次な定

達業

札 と、適成

おこ用

付

りのを年を用 に
す 一入受

す 般札け月る
物 る 競にる

争係。日品

第

北 ６７

海
道 一一平契

教 般般成約名所

育 に在 競競

庁 争争年関称地

上 入入北す

川 札札海る

教 の道事北北

育 公上務海海

号

４５
相

金の

住札額約

落月契

所額

手
方
を 月

規 地 幌決 当円 札

二

定 方 関者関札

月

に 自 しでし参

十

よ 治 、あ、加

七

る 法 迅る要資

日

なと仕の条 施 速こ求格

書査付 令 ア。様審件 行
一

フ

般 昭 タに

火

サ載競 和 ー記

争曜 ーの

に当告。争

政 ビ要入 年

第札

等限所必す示入

品

に

の要る

仕なこ
。又す

様平北資と号関

道はる

等成海格

を

入３川成名

年旭平指

札月農
業年停 説
書等海さ

明日高北止

事 入る等

達名

札調項の台
び

下、及式

以は称一
数 入

北

と月
」４

札年量

い
。マ道

う日海

局 告川を道道

告 教担教旭

示 育当育川

第 庁す庁市

上る上永

号

育条

教織教６

川組川山

育の
局名局

び総

示及画目

告称企丁

東し り 市定 た

５所務

第

） ６続 価 北手 単 区た の
地

番
８

目
丁

４
東

条

日

をあ 第 ・等で 令 ス件札

メ
ン満る

、 以

ナしで 。

テたの 号

のる札

スい入 下

ンて

加 」

制と参 令

体こに 政

備明よ い

整証し と

がを

び）校告て

及金学道れ
こ

書９い

様第な

仕示い

。定

る規。

よにと

に号

ケ育

）ラ教

の
品
物
る
す

すで川

施ュ上

実シ庁

を
れ長

さ局

。成育

る作教

号在課

達
調村

府
政河

た

）

れたと 。

さしうう

地

っ

８９

いで第る

て者す

札約 務 交交入

落財て契

則 者書 規札

等
入
購

効
第有 の作 付付

６７

の

入保和る入
と札 入以証入

ろ明

札下札 札金年こ説

保 にを北
よの 保証 消 参納海に書

る
す将

関
に猛

加付道

４５
札札札札

入入開開 約 審海海札

ウ契北北入

を旭教行

条 申査道道執
庁場 を 書行川育の 項 請

申

は審
者のアイ

類っ市 請
ら申請請

かを
ア査申

ウ決成
な
札 方要 第入 条 定の 場方

る の限 項 所法法に否 １
。 規

場し に

海海の） 定 北北
で者 り

旭教所た よ

道道
付落 め

市庁交を 定

川育

税 しす規る交

金 費

永上

に

納 等 よる則。付 証

の

関

付 」 うこ第
の と 金とと

う る。る

免 い す。号す

） は下項

、 。 者以事

除
付 相 、

納

者規
法 額 の務

方 当 そ財

場日場日

は 含 の則
等 を

所時所時

北３北平こ
同同

階 海海成郵とにに

送。 道道

旭教年に）じじ

月る 議
川育１よ。。 会

場 室
市庁

永上

山川及 す

のた永上所 示

育日

出き６教び 場

提と

局時

先は所条

、

総

け郵北査目画

審丁企

番道果番務

れ便海結１

育申号

な号教を１課

ば
ら

庁請 な

でな
ましのの

い－上者

めば
定れ期法

にけ
時方

こな成請

とら平申

るな

書 ろい

の

に。年類

よ

出

り月提

、

６教る者 予

山川す札 た

局す 価

条育。と 定

総制

目画。 の

丁企る 格

１課の

番務限

１

九 号範

九

積と
、 む 見」

最
で

内
囲

第 の っう
令 ） もい

政 。
た。

契）
の の
約第 条 分
金

７ ５

か 及 に条 額

海 す第 費北 当ら 消び 相
税

道 る

山川日合

及

６教は 郵
局）平

送 条育金、

に
よ 丁企午成

る 目画前
年 場 １総

は １課月 合 番務時１

号）

北郵日 、

川に

道） 番
海木 便

。

教通
画。

海企る

北局す
育知

６
山
永

市課
川務

旭総
道

条

ら指

のかの

２日先
よ

び成に

及平示
し

げ月成

掲１作

に年り

る

書

をで請

格ま申

資日た

も
を

格
価

の
低

有

規 上
地ま 務 以
び条 財 額

費定 入
消の 則 の
方で

川で

上ま 号

税札昭め

合に
着

同必 －
庁

の 舎

るを

す類

号
１
番

１
目

丁

かな

うし

ど出

か提



．

北 海

．．

日ここ詳

本のの細

語入入は

及札札、

び及の入

日び執札

本契行説

道 公 報

名所約

者員る契契

アイ

手

あ一とにの

でのこ約

に 在 かにす続

る部。関

申税事お

を免る

第

落

に入る捨税る

号アイ

業額札

掲札落額て事金

加金者を者

札 げ金をた

入に算額で入と

決 る額

っ

に 札係し）あ札な

定
当 及るたをる書

号

開

要そ

平札

成の
十の時
四に
年お
十

国約は明

通は、書

貨、公に

調開よ

達する

手る。

続。
の
停
止
等
が
有

出業を称地て

し事務い
電用

こが当使

る者担、

る海便話す

といす北郵

言

たと組道番番る

。る
はの育語

だき織教号号

し

及 、、名庁

び
通 － 落共称上－

札同及川

貨 － 者企び教

記者

た び消金もかにた

て税載は

っ こ費額っ免

て の税

る落

は 公等当落業す、

価でこ札

、 告の該札者

扱額格あと決

入 に取金
書 めいにとる。定

札 定

円るを速

に る１すか後

わか

載 札未の問や

記 入

れ 関の、ずに

さ に満で

い

二て

月、 他

十２

七に

日

資
る

す
定

規

火

を
格

曜

し
有
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